
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十

条
第
四
項
の
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
八
二

○
福
島
県
食
品
表
示
法
第
八
条
第
四
項
の
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
規
則

一
八
二

告

示

○
公
印
を
新
調
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
件

一
八
三

○
公
印
を
改
刻
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
件

一
八
三

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
三
件

一
八
四

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
三
件

一
八
五

公

告

○
河
川
整
備
計
画
を
変
更
し
た
件

一
八
五

福
島
県
教
育
委
員
会

○
福
島
県
指
定
重
要
民
俗
無
形
文
化
財
と
し
て
指
定
す
る
件

一
八
五

規

則

福
島
県
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
四
項
の
証
明
書

の
様
式
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
食
品
表
示
法
第
八
条
第
四
項
の
証
明
書

の
様
式
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
五
十
一
号

福
島
県
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
四

項
の
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
四
項
の
証
明
書

の
様
式
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
三
年
福
島
県
規
則
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
及
び
本
則
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
農
林
物

資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
中
「９
セ
ン
チ
メ
ト
ル

」
を
「
9.1セン

チ
メ
ト
ル

」
に
、
「
6.5セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」

ー
ー

を
「
6.4セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
に
、
「農

林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

」

を
「農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律

」
に
、
「に

従
事

」
を
「及

び
質
問
を

」
に
改
め
、
同
様

式
備
考
中
「農

林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

」
を
「農

林
物
資
の
規
格

化
等
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質

表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
四
項
の
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
規
則
別
記
様
式
に
よ

る
身
分
証
明
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
四
項
の

証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
規
則
別
記
様
式
に
よ
る
身
分
証
明
書
と
み
な
す
。

（
環
境
保
全
農
業
課
）

福
島
県
規
則
第
五
十
二
号

福
島
県
食
品
表
示
法
第
八
条
第
四
項
の
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
規
則

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
条
第
四
項
の
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────
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別 記 様 式

9 . 1セ ン チ メ ー ト ル

第 号
身 分 証 明 書

所 属
職 氏 名

写 年 月 日 生
押 上 記 の 者 は 、 食 品 表 示 法 第 ８ 条 第

１ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 立 入 検
印 査 及 び 質 問 を す る 職 員 で あ る こ と を

真 証 明 す る 。
年 月 日

福 島 県 知 事 印

備 考 裏 面 に 「 食 品 表 示 法 （ 抄 ） 」 と し て 、 同 法 第 ８ 条 第 １ 項 、 第 ２ 項 、 第 ４ 項 及
び 第 ５ 項 並 び に 第 21条 （ 第 ２ 号 を 除 く 。 ） の 規 定 を 記 載 す る こ と 。

6.4セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（
環
境
保
全
農
業
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
新
調
し
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
印

番

号

公

印

の

名

称

印

影

公

印

管

理

者

福
島
県
知
事
印
（
福
島
県
ハ

福
島
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ

10の７

イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
用
）

所
長

危
機
管
理
部
危
機
管
理
総

福
島
県
危
機
管
理
監
印

15

室
危
機
管
理
課
長

福
島
県
風
評
・
風
化
対
策
監

総
務
部
知
事
公
室
広
報
課

17の８

印

長

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
改
刻
し
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

───────────────────────────────────────────────────────────
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福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
印

番

号

公

印

の

名

称

印

影

公

印

管

理

者

福
島
県
知
事
印
（
福
島
県
県

福
島
県
県
南
建
設
事
務
所

10の７

南
建
設
事
務
所
用
）

長総
務
部
文
書
管
財
総
室
文

福
島
県
部
長
印

15の２

書
法
務
課
長

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
本
宮

本
宮
市
白
岩
字
岩
ノ
入
三

変
更
前

七
・
五
〜

三
七
二
・
八

常
葉
線

一
四
番
二
地
先
か
ら

三
五
・
二

同

市
白
岩
字
岩
ノ
入
一

九
番
一
地
先
ま
で

変
更
後

九
・
八
〜

三
七
二
・
八

四
〇
・
四

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
会
津

大
沼
郡
三
島
町
大
字
大
谷

変
更
前

Ａ

六
・
五
〜

一
、
一
〇
五
・
〇

若
松
三
島

字
滝
和
合
二
九
〇
七
番
一

九
四
・
〇

線

地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
宮
下

変
更
後

Ａ

六
・
五
〜

一
、
一
〇
五
・
〇

字
上
ノ
山
二
九
六
五
番
三

九
四
・
〇

地
先
ま
で

Ｂ

一
〇
・
二
〜

九
三
七
・
〇

六
七
・
〇

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

県
道
会
津

会
津
若
松
市
北
会
津
町
東

変
更
前

一
三
・
〇
〜

一
、
四
五
三
・
五

坂
下
会
津

麻
生
字
宮
田
八
番
一
地
先

一
四
・
五

本
郷
線

か
ら
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同

市
北
会
津
町
松

変
更
後

九
・
二
〜

一
、
四
五
三
・
五

野
字
柳
原
二
番
一
地
先
ま

一
五
・
〇

で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
本
宮
常
葉
線

本
宮
市
白
岩
字
岩
ノ
入
三
一
四
番
二
地

平
成
二
七
年
三
月
三
一
日

先
か
ら

同

市
白
岩
字
岩
ノ
入
一
九
番
一
地
先

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若

松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
会
津
坂
下
会
津
本

会
津
若
松
市
北
会
津
町
東
麻
生
字
宮
田

平
成
二
七
年
三
月
三
一
日

郷
線

八
番
一
地
先
か
ら

同

市
北
会
津
町
松
野
字
柳
原
二

番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
猪
苗
代
塩
川
線

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
浜
崎
字
浜
崎
新
田

平
成
二
七
年
三
月
三
一
日

二
六
三
二
番
一
地
先
か
ら

喜
多
方
市
塩
川
町
東
栄
町
五
丁
目
二
番

一
四
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
七
十
三
号

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
只
見
川
圏
域
河
川
整
備
計
画
を
変
更
し
た
。

こ
の
変
更
に
係
る
関
係
書
類
を
福
島
県
土
木
部
河
川
計
画
課
、
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
、
喜

多
方
建
設
事
務
所
及
び
南
会
津
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

内
堀

雅
雄

河
川
整
備
計
画
の
名
称

一
級
河
川
阿
賀
野
川
水
系
只
見
川
圏
域
河
川
整
備
計
画

（
河
川
計
画
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

福
島
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
島
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
福
島
県
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
教
育
委
員
会

名

称

所

在

の

場

所

保

護

団

体



【定価 １箇月 3,500円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

村
上
の
田
植
踊

南
相
馬
市
小
高
区
村
上
地
区

村
上
の
田
植
踊
保
存
会（

文
化
財
課
）
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